
第９２号議案 

 

   令和７年度本庄市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度本庄市後期高齢者医療特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １６１，３７０ 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１，３７７，０９９ 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期

間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

  令和 ７年１１月２６日 提 出 

 

                 本庄市長  吉  田  信  解 
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歳　入 (単位：千円）

1 後期高齢者医療保険料 966,936 160,150 1,127,086

1 後期高齢者医療保険料 966,936 160,150 1,127,086

4 諸収入 2,600 1,220 3,820

2 償還金及び還付加算金 2,550 1,220 3,770

1,215,729 161,370 1,377,099

第１表  歳入歳出予算補正　

補正前の額 補　正　額 計款 項

 歳　　　　入　　　　合　　　　計 
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(単位：千円）

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,190,076 160,150 1,350,226

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,190,076 160,150 1,350,226

3 諸支出金 2,550 1,220 3,770

1 償還金及び還付加算金 2,550 1,220 3,770

1,215,729 161,370 1,377,099

歳　出

補　正　額 計補正前の額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

-3-



第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

住民情報帳票作成等業務委託
令和７年度から
令和８年度まで

１，２４８
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令 和 ７ 年 度 

本庄市後期高齢者医療特別会計補正予算に関する説明書 

（第３号）  



 



(歳　入) (単位：千円）

1 後期高齢者医療保険料 966,936 160,150 1,127,086

4 諸収入 2,600 1,220 3,820

1,215,729 161,370 1,377,099

款 補正前の額 補　正　額

１　総　括

計

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入 合 計
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(歳　出) (単位：千円）

2 1,190,076 160,150 1,350,226 160,150

3 2,550 1,220 3,770 1,220

1,215,729 161,370 1,377,099 161,370歳 出 合 計

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

国県支出金 地 方 債

特　　定　　財　　源
一 般 財 源

そ の 他

補正前の額 補　正　額

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

款 計
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2.  歳　入

(款)  1 後期高齢者医療保険料 (項)  1 後期高齢者医療保険料 （単位：千円）

 1 後期高齢者医療保険料 966,936 160,150 1,127,086  1 現年度賦課分 160,150 現年度賦課分 160,150

966,936 160,150 1,127,086

(款)  4 諸収入 (項)  2 償還金及び還付加算金 （単位：千円）

 1 保険料還付金 2,450 1,220 3,670  1 保険料還付金 1,220 保険料還付金 1,220

2,550 1,220 3,770

 4 諸収入  2 償還金及び還付加算金

補　正　額 計

計

計

節
説　　                  明

区　　分 金　　額
目 補正前の額

説　　                  明補　正　額 計
節

金　　額区　　分
目 補正前の額
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(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 （単位：千円）

 1 後期高齢者 1,190,076 160,150 1,350,226 160,150 18 負担金補助 160,150

医療広域連 160,150 及び交付金 ◎ 後期高齢者医療広域連合納付金拠出事業　保険課 160,150

合納付金 18 負担金補助及び交付金 160,150

　　 後期高齢者医療広域連合納付金 160,150

1,190,076 160,150 1,350,226 160,150

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 （単位：千円）

 1 保険料還付 2,550 1,220 3,770 1,220 22 償還金利子 1,220

金及び還付 1,220 及び割引料 ◎ 後期高齢者医療保険料還付事業　保険課 1,220

加算金 22 償還金利子及び割引料 1,220

2,550 1,220 3,770 1,220

 3 諸支出金  1 償還金及び還付加算金

計

節

説　　　　　　　　　明特　　　定　　　財　　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

計

目 補正前の額 補　正　額 計

補 　正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳

3.  歳　出

目 補正前の額 補　正　額 計

補 　正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

説　　　　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

特　　　定　　　財　　　源
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　　　

（単位：千円）

事 項 限 度 額

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳

支 出 （見 込） 額 支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般

期 間 金 額 期 間 金 額 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 財 源

住民情報帳票作成等業務委託 1,248 ― ― 令和7年度から
令和8年度まで 1,248 1,248
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